
 

法人税法の一部を改正する法律案要綱 

一 申告書に記載された法人税額等の公示 

 税務署長は、内国法人のうち各事業年度終了の日（連結親法人にあっ

ては、各連結事業年度終了の日）における資本金の額又は出資金の額（資

本又は出資を有しないものその他政令で定めるものにあっては、政令で

定める金額）が 100 億円を超えるものについて、確定申告書、連結確定

申告書又はこれらの申告書に係る修正申告書の提出があったときは、財

務省令で定めるところにより、その内国法人の名称（連結親法人にあっ

ては、連結親法人及び連結子法人の名称）、これらの申告書に記載され

た各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額及び

確定申告に係る法人税額又は連結確定申告に係る法人税額その他財務

省令で定める事項を公示しなければならないこと。 

 （法人税法第 153 条関係） 

二 施行期日等 

１ この法律は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において

政令で定める日から施行すること。 （附則第１項関係） 

２ 一は、内国法人（人格のない社団等を含む。）のこの法律の施行の

日以後に終了する事業年度又は連結事業年度に係る法人税の申告に

ついて適用すること。 （附則第２項関係） 
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